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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成27年5月28日(2015.5.28)

【公開番号】特開2013-221414(P2013-221414A)
【公開日】平成25年10月28日(2013.10.28)
【年通号数】公開・登録公報2013-059
【出願番号】特願2012-91710(P2012-91710)
【国際特許分類】
   Ｆ０１Ｎ   3/28     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  33/00     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  53/86     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０１Ｎ    3/28     ３１１Ｐ
   Ｆ０１Ｎ    3/28     ＺＡＢ　
   Ｂ０１Ｊ   33/00     　　　Ｇ
   Ｂ０１Ｄ   53/36     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成27年4月13日(2015.4.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理構造体と、
　前記処理構造体を収容する金属製のケーシングと、
　前記処理構造体と前記ケーシングとの間に配置される無機繊維製の保持材と、
　を備えた気体処理装置を使用して気体を処理する方法であって、
　前記保持材と前記ケーシングとの間に、有機高分子を、前記気体の処理中に前記保持材
の外表面及び前記ケーシングの内表面と接するように配置し、
　前記ケーシングの温度が、前記有機高分子の軟化温度以上、前記有機高分子の分解温度
未満である条件で、前記気体を処理する
　ことを特徴とする気体処理方法。
【請求項２】
　前記気体の処理中における前記ケーシングの温度は、６０℃以上、５００℃以下である
　ことを特徴とする請求項１に記載の気体処理方法。
【請求項３】
　前記ケーシングを冷却することにより、前記ケーシングの温度が、前記有機高分子の軟
化温度以上、前記有機高分子の分解温度未満に調節された前記条件で、前記気体を処理す
る
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の気体処理方法。
【請求項４】
　処理構造体と、前記処理構造体を収容する金属製のケーシングとを備えた気体処理装置
において、前記処理構造体と前記ケーシングとの間に配置される無機繊維製の保持材であ
って、
　その外表面に、前記気体処理装置を使用した気体の処理中の前記ケーシングの温度以下
の軟化温度と、前記気体の処理中の前記ケーシングの温度より高い分解温度とを有する有
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機高分子が、前記気体の処理中に前記ケーシングの内表面と接するように配置されている
　ことを特徴とする気体処理装置用保持材。
【請求項５】
　処理構造体と、
　前記処理構造体を収容する金属製のケーシングと、
　前記処理構造体と前記ケーシングとの間に配置される無機繊維製の保持材と
　を備えた気体処理装置であって、
　前記保持材と前記ケーシングとの間に、前記気体処理装置を使用した気体の処理中の前
記ケーシングの温度以下の軟化温度と、前記気体の処理中の前記ケーシングの温度より高
い分解温度とを有する有機高分子が、前記気体の処理中に前記保持材の外表面及び前記ケ
ーシングの内表面と接するように配置されている
　ことを特徴とする気体処理装置。
【請求項６】
　処理構造体と、前記処理構造体を収容する金属製のケーシングとを備えた気体処理装置
において、前記処理構造体と前記ケーシングとの間に配置される無機繊維製の保持材を製
造する方法であって、
　前記保持材の外表面に、前記気体処理装置を使用した気体の処理中の前記ケーシングの
温度以下の軟化温度と、前記気体の処理中の前記ケーシングの温度より高い分解温度とを
有する有機高分子を、前記気体の処理中に前記ケーシングの内表面と接するように配置す
る
　ことを特徴とする気体処理装置用保持材の製造方法。
【請求項７】
　前記気体の処理中の前記ケーシングの温度を決定すること、
　決定された前記ケーシングの温度以下の軟化温度と、決定された前記ケーシングの温度
より高い分解温度とを有する前記有機高分子を選択すること、及び
　選択された前記有機高分子を、前記気体の処理中に前記ケーシングの内表面と接するよ
うに、前記保持材の外表面に配置すること
　を含む
　ことを特徴とする請求項６に記載の気体処理装置用保持材の製造方法。
【請求項８】
　処理構造体と、
　前記処理構造体を収容する金属製のケーシングと、
　前記処理構造体と前記ケーシングとの間に配置される無機繊維製の保持材と
　を備えた気体処理装置の製造方法であって、
　前記保持材と前記ケーシングとの間に、前記気体処理装置を使用した気体の処理中の前
記ケーシングの温度以下の軟化温度と、前記気体の処理中の前記ケーシングの温度より高
い分解温度とを有する有機高分子を、前記気体の処理中に前記保持材の外表面及び前記ケ
ーシングの内表面と接するように配置する
　ことを特徴とする気体処理装置の製造方法。
【請求項９】
　前記気体の処理中の前記ケーシングの温度を決定すること、
　決定された前記ケーシングの温度以下の軟化温度と、決定された前記ケーシングの温度
より高い分解温度とを有する前記有機高分子を選択すること、及び
　選択された前記有機高分子を、前記気体の処理中に前記保持材の外表面及び前記ケーシ
ングの内表面と接するように、前記保持材と前記ケーシングとの間に配置すること
　を含む
　ことを特徴とする請求項８に記載の気体処理装置の製造方法。
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